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こ
の
間
、
昭
和
五
十
六
年
八
月
に
は
、
中
央
薬
事
審
議
会
が
、「
提
出
さ
れ
た
資
料
か
ら
は
、
有
効
性
を
確
認
で

き
ず
現
段
階
で
承
認
す
る
こ
と
は
適
当
で
な
い
。
」
と
し
、
引
き
続
き
、
試
験
研
究
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
、
当
時

の
村
山
厚
生
大
臣
に
答
申
し
た
。
ま
た
、
こ
れ
を
受
け
て
厚
生
省
は
、
昭
和
五
十
七
年
一
月
か
ら
丸
山
ワ
ク
チ
ン
を

有
料
の
「
治
験
薬
」
と
す
る
異
例
の
措
置
を
と
つ
た
。
有
料
と
し
た
こ
と
に
よ
り
希
望
者
は
減
る
の
で
は
な
い
か
と

み
ら
れ
て
い
た
が
、
丸
山
ワ
ク
チ
ン
使
用
登
録
が
ん
患
者
は
、
増
加
の
一
途
を
た
ど
り
、
昭
和
五
十
九
年
七
月
三

十
一
日
現
在
、
実
に
二
十
万
三
千
二
百
九
十
九
人
の
多
数
に
上
り
、
年
間
利
用
者
は
十
二
万
人
を
数
え
て
い
る
。 

が
ん
の
免
疫
療
法
剤
丸
山
ワ
ク
チ
ン
（
Ｓ
Ｓ
Ｍ
）
は
、
昭
和
五
十
一
年
十
一
月
に
製
造
承
認
の
申
請
が
厚
生
省
に

な
さ
れ
て
以
来
、
や
が
て
八
年
の
歳
月
が
流
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。 

そ
の
使
用
医
療
機
関
も
、
大
学
病
院
百
三
十
八
、
国
立
病
院
百
七
十
、
公
立
病
院
六
百
六
十
、
準
公
立
病
院
七
百 
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五
十
、
私
立
総
合
病
院
五
百
八
十
、
個
人
診
療
所
六
千
六
百
、
計
八
千
八
百
九
十
八
の
施
設
に
上
り
、
い
ま
や
治

験
薬
と
い
う
よ
り
も
、
が
ん
に
対
す
る
治
療
薬
と
し
て
定
着
、
市
民
権
を
獲
得
し
つ
つ
あ
る
。 

三 

中
曽
根
総
理
大
臣
は
、
去
る
二
月
二
十
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
で
、
私
の
質
問
に
対
し
、
本
年
十
二
月
末 

こ
の
事
実
は
、
丸
山
ワ
ク
チ
ン
の
有
効
性
が
、
が
ん
患
者
並
び
に
そ
の
主
治
医
に
よ
つ
て
確
認
さ
れ
た
結
果
で

あ
る
と
い
つ
て
も
差
し
つ
か
え
な
い
情
勢
に
な
つ
て
い
る
。 

一 

丸
山
ワ
ク
チ
ン
が
有
償
治
験
薬
と
な
つ
て
以
降
、
政
府
は
申
請
者
で
あ
る
ゼ
リ
ア
新
薬
工
業
に
対
し
て
、
ど

の
よ
う
な
指
導
を
し
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
形
で
実
つ
て
い
る
の
か
、
動
物
実
験
、
治
験
機
関
の
そ
の
後
の
臨

床
試
験
デ
ー
タ
ー
を
併
せ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

二 

有
償
治
験
期
間
は
、
昭
和
五
十
七
年
一
月
か
ら
三
年
間
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
種
類
の

文
書
に
明
記
さ
れ
、
そ
の
期
間
が
終
了
す
る
と
法
律
、
行
政
上
ど
の
よ
う
に
な
る
の
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

そ
こ
で
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

四 

 



 

四 

二
十
万
人
を
超
え
る
患
者
の
心
中
を
考
え
れ
ば
、
丸
山
ワ
ク
チ
ン
は
、
早
急
に
製
造
承
認
す
べ
き
時
期
に
き

て
い
る
と
考
え
る
。
仮
に
デ
ー
タ
ー
不
足
と
い
え
ど
も
既
に
過
去
の
デ
ー
タ
ー
で
腫
瘍
縮
小
効
果
が
認
め
ら 

れ
、
加
え
て
延
命
効
果
が
あ
り
、
副
作
用
が
ゼ
ロ
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
つ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を

考
慮
し
、
ま
ず
政
府
は
製
造
を
認
可
し
て
、
そ
れ
か
ら
補
足
デ
ー
タ
ー
を
収
集
、
整
理
の
指
導
を
す
べ
き
で
は

な
い
か
、
と
い
う
の
は
、
既
に
認
可
さ
れ
て
い
る
他
の
免
疫
療
法
剤
で
は
、
現
在
行
わ
れ
て
い
る
比
較
臨
床
試

験
が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
デ
ー
タ
ー
が
な
い
ま
ま
今
日
大
量
の
販
売
投
薬
が
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ 

り
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
差
別
で
あ
る
。 

こ
れ
は
丸
山
ワ
ク
チ
ン
問
題
の
重
大
性
を
認
識
し
た
結
果
と
思
わ
れ
る
が
、
具
体
的
に
い
つ
ど
の
よ
う
な
形

で
助
言
す
る
の
か
伺
い
た
い
。 

に
有
償
治
験
の
期
限
が
切
れ
る
丸
山
ワ
ク
チ
ン
に
つ
い
て
、
試
験
研
究
、
薬
の
害
（
副
作
用
）
、
患
者
の
声
な
ど

を
総
合
的
に
判
断
し
、
助
言
し
た
い
と
言
明
し
た
。 

五 

 



 

 

六 

見
解
を
た
ま
わ
り
た
い
。 

五 

厚
生
省
の
発
表
に
よ
る
と
我
が
国
に
お
け
る
が
ん
に
よ
る
死
亡
者
は
年
々
増
え
、
各
種
疾
患
中
第
一
位
を
占

め
て
い
る
。
政
府
は
こ
の
事
実
を
踏
ま
え
「
対
が
ん
十
カ
年
総
合
戦
略
」
を
策
定
し
、
が
ん
対
策
に
真
剣
に
取
り

組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
現
実
問
題
と
し
て
、
が
ん
患
者
の
治
療
に
つ
い
て
、
多
少
と
も
役
立
つ
も
の

が
あ
れ
ば
積
極
的
に
取
り
上
げ
、
助
成
す
る
こ
と
が
重
要
だ
と
考
え
る
。 

こ
の
た
め
丸
山
ワ
ク
チ
ン
を
有
効
性
が
低
い
と
い
う
理
由
だ
け
で
抹
殺
す
る
な
ら
ば
、
医
療
行
政
史
上
、
人

き
な
禍
根
を
残
す
こ
と
に
な
ろ
う
。
製
造
承
認
す
る
の
か
、
有
償
治
験
期
間
を
延
長
す
る
か
、
あ
る
い
は
「
第

三
の
道
」
に
つ
い
て
厚
生
省
、
ゼ
リ
ア
新
薬
工
業
が
内
部
で
検
討
中
と
の
報
道
も
な
さ
れ
て
い
る
が
、
ど
の
よ

う
な
措
置
を
考
え
て
い
る
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 


